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特
設
登
記
・
人
権
相
談
所
を
左
記
の
と
お

り
開
催
し
ま
す
。

《
春
日
地
区
》

■
日　

時　

10
月
６
日
（
木
）

　
　
　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
12
時

■
場　

所　

春
日
振
興
事
務
所　

４
階
和
室

■
相
談
員　

法
務
局
職
員

　

揖
斐
川
町
（
春
日
地
区
）
人
権
擁
護
委
員

《
久
瀬
地
区
》

■
日　

時　

10
月
７
日
（
金
）

　
　
　
　
　

午
後
１
時
〜
午
後
３
時

■
場　

所　

久
瀬
公
民
館

■
相
談
員　

法
務
局
職
員

　

揖
斐
川
町
（
久
瀬
地
区
）
人
権
擁
護
委
員

　　　
『
法
の
日
』
週
間
（
10
月
１
日
〜
７
日
）

に
ち
な
み
、
土
地
家
屋
調
査
士
会
大
垣
支
部

お
よ
び
行
政
書
士
会
西
濃
支
部
、
大
垣
支
部

に
お
い
て
無
料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

■
日　

時　

10
月
６
日
（
木
）

　
　
　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

■
場　

所　
揖
斐
川
町
中
央
公
民
館
第
一
会
議
室

■
相
談
員　

司
法
書
士
４
名
、
土
地
家
屋
調

　

査
士
２
名
、
行
政
書
士
２
名

■
相
談
内
容　

多
重
債
務
整
理
、訴
訟
手
続
・

　

裁
判
手
続
な
ど
に
関
す
る
相
談

　

登
記
手
続
に
関
す
る
相
談

　

土
地
の
境
界
な
ど
土
地
家
屋
に
関
す
る
相
談

　

許
認
可
な
ど
行
政
手
続
に
関
す
る
相
談

　

遺
言
な
ど
に
関
す
る
相
談

　

そ
の
他
右
記
資
格
者
の
職
務
に
関
す
る
事
項

　
　〝あ
な
た
の
声
を
大
切
に
し
ま
す
〞

10
月
17
日
〜
23
日
は
〝
行
政
相
談
週
間
〞

　

毎
日
の
く
ら
し
の
中
で
、
国
の
行
政
機
関

や
Ｎ
Ｔ
Ｔ
な
ど
の
特
殊
法
人
の
仕
事
に
つ
い

て
、「
処
理
が
間
違
っ
て
い
る
」「
遅
い
」「
こ

う
し
て
ほ
し
い
」
な
ど
の
苦
情
や
要
望
を
お

持
ち
に
な
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ

ん
な
時
に
は
「
行
政
相
談
」
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

　

皆
さ
ん
か
ら
の
ご
相
談
は
、
総
務
大
臣
が

委
嘱
し
た
民
間
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
行
政
相

談
委
員
」
が
受
け
付
け
ま
す
。
相
談
は
無
料

で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

○
相
談
所
開
設

〈
揖
斐
川
地
域
〉

日
時　

10
月
26
日
（
水
）
午
後
１
時
〜
４
時

場
所　

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー　

会
議
室

〈
谷
汲
地
域
〉

日
時　

10
月
20
日
（
木
）
午
後
１
時
〜
４
時

場
所　

谷
汲
文
化
会
館　

会
議
室

〈
春
日
地
域
〉

日
時　

10
月
６
日
（
木
）
午
前
10
時
〜
正
午

場
所　

春
日
振
興
事
務
所　

会
議
室

〈
久
瀬
地
域
〉

日
時　

10
月
７
日
（
金
）
午
後
１
時
〜
３
時

場
所　

久
瀬
公
民
館　

視
聴
覚
室

〈
藤
橋
地
域
〉

日
時　

10
月
17
日
（
月
）
午
後
１
時
〜
３
時

場
所　

藤
橋
公
民
館　

会
議
室

〈
坂
内
地
域
〉

日
時　

10
月
18
日
（
火
）
午
前
９
時
〜
正
午

場
所　

坂
内
振
興
事
務
所　

会
議
室

　

ま
た
、
岐
阜
行
政
評
価
事
務
所

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
５
７
０―

０
９
０
１
１
０

　
（
岐
阜
市
金
竜
町
５―

13
岐
阜
合
同
庁
舎
）

で
は
、
い
つ
で
も
行
政
相
談
に
応
じ
て
い
ま

す
。

　　　

岐
阜
矯
正
展
は
、「
社
会
を
明
る
く
す
る

運
動
」
の
一
環
と
し
て
、
刑
務
所
、
少
年
鑑

別
所
を
パ
ネ
ル
・
ビ
デ
オ
で
紹
介
す
る
と
と

も
に
、
模
擬
舎
房
な
ど
の
展
示
を
通
じ
て
地

域
社
会
の
皆
さ
ん
に
理
解
と
ご
協
力
を
い
た

だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
催
し
ま
す
。

■
日　

時　

10
月
15
日
（
土
）

　
　
　
　
　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時

■
場　

所　

岐
阜
市
則
松
１
丁
目
34―

１

■
主　

催　

岐
阜
刑
務
所

■
展
示
品　

木
製
品
・
印
刷
製
品
・
金
属
製

　

品
・
革
製
品
・
そ
の
他

■
そ
の
他

・
矯
正
広
報
コ
ー
ナ
ー
に
お
い
て
、
矯
正
広

報
の
ほ
か
施
設
内
見
学
お
よ
び
模
擬
舎

房
、
パ
ネ
ル
、
ビ
デ
オ
な
ど
を
紹
介
し
ま

す
。

・
岐
阜
少
年
鑑
別
所
コ
ー
ナ
ー
に
お
い
て
性

格
検
査
、
笠
松
刑
務
所
コ
ー
ナ
ー
に
お
い

て
七
宝
焼
き
の
実
演
を
行
い
ま
す
。

・
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
は
、
起
震
車
に
よ
る
地

震
体
験
、
鼓
笛
隊
演
奏
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト

体
験
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。（
天
候
に
よ

り
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。）

・
模
擬
店
も
出
展
し
ま
す
。

【
お
問
合
せ
先
】
岐
阜
刑
務
所
企
画
部
門
（
作

業
）
Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
５
８―
２
３
９―

９
８
２
１

　　

本
年
３
月
、
今
後
の
農
政
の
基
本
方
向
を

示
し
た
新
た
な
「
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本

計
画
」
が
策
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
は
、
食
料
自
給
率
目
標
を
設
定

す
る
と
と
も
に
、
目
標
の
達
成
に
向
け
て
生

産
お
よ
び
消
費
の
両
面
に
お
い
て
重
点
的
に

取
り
組
む
べ
き
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
お
り

ま
す
。

　

と
く
に
重
要
な
の
は
、
農
業
就
業
人
口
が

減
少
し
、
農
業
従
事
者
の
高
齢
化
が
進
む
中

で
、
地
域
農
業
を
ど
の
よ
う
に
し
て
守
り
維

持
し
て
い
く
の
か
、
ま
た
、
農
産
物
貿
易
の

国
際
化
が
進
む
中
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
諸

外
国
に
負
け
な
い
強
い
農
業
を
つ
く
っ
て
い

く
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
た
め
に
は
、「
地
域
農
業
の
担
い
手
」

を
育
成
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

現
在
、
東
海
農
政
局
で
は
、
地
域
農
業
の

担
い
手
と
し
て
「
認
定
農
業
者
」
お
よ
び
「
一

定
の
要
件
を
備
え
た
集
落
営
農
」
を
育
成
・

確
保
す
る
た
め
、
管
内
各
県
お
よ
び
各
県
農

業
団
体
と
連
携
し
て
、「
担
い
手
創
成
キ
ャ

ラ
バ
ン
活
動
」
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　

農
業
者
の
皆
さ
ん
に
は
、
こ
の
運
動
の
趣

旨
を
ご
理
解
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
町
や
Ｊ

Ａ
と
連
携
し
つ
つ
、
地
域
の
担
い
手
育
成
を

積
極
的
に
推
進
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

【
お
問
合
せ
先
】

東
海
農
政
局
生
産
経
営
流
通
部
経
営
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
５
２―

２
０
１―

７
２
７
１
（
内

線
２
４
４
３
）


